
   多久市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 多 久 市 公 の 施 設 の 指 定 管 理 者 の 指 定 手 続 等 に 関 す る 条 例

（ 平 成 １ ７ 年 多 久 市 条 例 第 １ ７ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必

要な事項を定めるものとする。 

 （公募の方法） 

第２条 条例第２条の規定により、指定管理者を公募するに当たっては、当該公

募 に つ い て 告 示 す る と と も に 市 の 広 報 紙 、 ホ ー ム ペ ー ジ へ 掲 載 す る も の と す

る。 

 （申請書等） 

第３条 条例第３条に規定する申請は、指定管理者指定申請書（様式第１号）に

次に掲げる書類を添えて行うものとする。 

 （１） 事業計画書（様式第２号） 

 （２） 施設の管理運営に関する収支を説明する書類（様式第３号） 

 （３） 団体の定款、寄附行為若しくは規約又はこれらに類する書類 

 （４） 法人にあっては、法人の登記事項証明書 

 （５） 課税されている団体にあっては、市長が必要とする納税証明書 

 （６） その他市長が指定管理者を指定するために必要な書類 

 （選定結果の通知）  

第４条 市長は、条例第４条の規定により団体を選定したときは、申請を行った

団 体 に 対 し そ の 結 果 を指 定 管 理 者 選 定 結 果 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 通 知

しなければならない。  

 （指定管理者の指定） 

第５条 市長は、条例第６条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管

理 者 指 定 決 定 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 当 該 指 定 管 理 者 に 通 知 し 、 次 に 掲 げ る

事項について条例第７号の規定による協定を締結するものとする。  

 （１） 管理の基準に関すること 

 （２） 管理業務に関する事項 



 （３）  指定期間に関する事項 

 （４） 利用料金に関する事項 

 （５） 市が支払うべき管理費用に関する事項 

 （６） 事業報告に関する事項 

 （７） 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

 （８） その他市長が別に定める事項 

（事業報告書） 

第６条 条例第８条に規定する事業報告書は、次に掲げる事項を記載した多久市

公 の 施 設 指 定 管 理 者 事 業 報 告 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に よ る も の と す る 。 た だ し 、

指 定 管 理 者 に お い て 次 に 掲 げ る 事 項 を 満 た す 書 類 を 作 成 し た 場 合 は 、 こ れ を

もって当該様式に代えることができる。 

 （１） 管理業務の実施状況及び利用状況  

 （２） 使用料又は利用に係る料金の収入の実績 

 （３） 管理に係る経費の収支状況 

 （４） 前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なもの

として市長が特に必要と認める事項  

 （補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。 



様式第１号（第３条関係） 

 

多久市公の施設指定管理者指定申請書 

 

年   月   日   

 

 多久市長          様  

 

              申請者  所 在 地 

                  団 体 名 

                  代 表 者 名           印  

                  連絡先（電話） 

 

 次の施設について，指定管理者の指定を受けたいので，申請します。 

 

１  施設の名称 

 

 

２  添付書類 

 （１） 事業計画書（様式第２号） 

 （２） 施設の管理運営に関する収支を説明する書類（様式第３号） 

 （３） 定款，寄附行為，規約その他これらに類する書類 

 （４） 法人にあっては、法人の登記事項証明書 

 （５） 課税されている団体にあっては、市長が必要とする納税証明書 

 （６） その他の書類 

 ※申請者において様式第２号及び様式第３号の要件を満たす書類を作成した場

合は、これをもって当該様式に代えることができる。 



様式第２号（第３条関係） 

 

事   業   計   画   書  

 

１  基本的事項 

施 設 名  

団 体 名  

代 表 者  

団 体 所 在 地  

設 立 年 月 日 年  月  日  従 業 員 数  

電 話 番 号  Ｆ Ａ Ｘ 番 号  

主たる業務内容 

 
 
 
 
 

団体の経営方針 

 
 
 
 
 

施 設 の 管 理 を 希 望
する理由 

 
 
 
 
 

そ の 他 

 
 
 
 
 



２  管 理 運 営 を 行 う に 当 た っ て の 経 営 方 針 に つ い て  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

３  施 設 の 管 理 に つ い て  

（ １ ）  職 員 の 配 置 及 び 採 用 に つ い て  
 
 
 
 
 
（ ２ ）  職 員 の 研 修 計 画  
 
 
 
 
 
（ ３ ）  経 理 に つ い て  
 
 
 
 
 
 

 

４  施 設 の 運 営 に つ い て  

（ １ ）  年 間 の 自 主 事 業 計 画  
 
 
 
 
 
（ ２ ）  サ ー ビ ス を 向 上 さ せ る た め の 方 策  
 
 
 
 
 
（ ３ ）  利 用 者 等 の 要 望 の 把 握 及 び 実 現 策  
 
 
 
 
 



（ ４ ）  利 用 者 の ト ラ ブ ル の 未 然 防 止 と 対 処 方 法  
 
 
 
 
 
（ ５ ）  そ の 他 （ 地 域 活 動 へ の 参 加 ， 他 施 設 と の 連 携 等 ）  
 
 
 
 
 

 

５  個 人 情 報 の 保 護 措 置 に つ い て  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

６  緊 急 時 対 策 に つ い て  

?  防 犯 ， 防 災 対 応 に つ い て  
 
 
 
 
?  そ の 他 緊 急 時 の 対 応 に つ い て  
 
 
 
 

 



事 業 実 施 計 画 書 （     年 度 ）  

※ こ こ で い う 事 業 と は 、 公 の 施 設 に お い て 市 が 主 催 し 指 定 管 理 者 が 実 施 す る 各

種 講 座 、 講 演 会 等 を い う 。  

事  業  名  目 的 ・ 内 容 等  実 施 時 期 ・ 回 数  

   

   

   

   

  



様 式 第 ３ 号 （ 第 ３ 条 関 係 ）  

 

（ 施 設 名 を 記 入   ） の 管 理 運 営 に 関 す る 収 支 予 算 書 （   年 度 ）  

（     年   月   日 か ら     年   月   日 ま で ）  

 

収  入  

（ 単 位 ： 円 ）  

項   目  金   額  内   訳  備   考  

    

    

    

    

    

    

    

合   計     

 

 

支  出  

（ 単 位 ： 円 ）  

項   目  金   額  内   訳  備   考  

人 件 費    

事 務 費    

事 業 費    

管 理 費    

事 務 経 費    

    

    

合 計    

 



様 式 第 ４ 号 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

 

第      号  

年   月   日  

 

 

多 久 市 指 定 管 理 者 選 定 結 果 通 知 書  

 

 

 

            殿  

 

 

 

多 久 市 長            印  

 

 

     年   月   日 付 け の 指 定 管 理 者 の 指 定 の 申 請 に つ い て は 、 下 記 の

と お り 決 定 し ま し た の で 、 通 知 し ま す 。  

 

 

記  

 

１  公 の 施 設 の 名 称  

 

 

２  選 定 し た 団 体  

 

 

３  選 定 し た 理 由  



様 式 第 ５ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

多 久 市 指 令   第    号  

   年   月   日  

 

             様  

 

                    多 久 市 長           印  

 

指 定 管 理 者 指 定 決 定 書  

 

 多 久 市 公 の 施 設 の 指 定 管 理 者 の 指 定 の 手 続 等 に 関 す る 条 例 第 ６ 条 の 規 定 に よ

り 、 公 の 施 設 の 指 定 管 理 者 と し て 貴 団 体 を 指 定 し ま す 。  

 

１  公 の 施 設 の 名 称  

 

 

２  指 定 管 理 者 と し て 指 定 す る 期 間  

 

 

３  そ の 他  



様 式 第 ６ 号 （ 第 ６ 条 関 係 ）  

 

多 久 市 公 の 施 設 指 定 管 理 者 事 業 報 告 書  

 

年   月   日   

 

 多 久 市 長           殿  

 

            指 定 管 理 者  所  在  地  

                  団  体  名  

                  代 表 者 名            印  

 

     年 度 の 事 業 に つ い て ， 次 の と お り 報 告 し ま す 。  

 

１  実 施 期 間  

      年   月   日 か ら     年   月   日 ま で  

 

２  公 の 施 設 名  

 

 

３  管 理 業 務 の 実 施 及 び 利 用 の 状 況  

 
 
 
 
 

 

４  使 用 料 又 は 利 用 に 係 る 料 金 の 収 入 の 実 績  

 
 
 
 
 

 

 



５ 管理に係る経費の収支状況 

 

収  入  

（単位：円） 

項   目  金   額  内   訳  備   考  
    
    
    
    
    
    
    

合   計     

 

支  出  

（単位：円） 

項   目  金   額  内   訳  備   考  
    
    
    
    
    
    
    

合   計     

 

６  その他 

 
 
 
 

 


